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公立大学法人宮城大学の保有する個人情報の保護に関する規程 

令和５年３月２２日 

規 程 第 １ ８ ７ 号 
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第１章  総則  

 

（趣旨）  

第１条  この規程は，公立大学法人宮城大学（以下「本学」という。）が保有す

る個人情報の保護について，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）及び個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和４年宮城県条例第７２号。以下「条例」という。）の施行に関し，個人情報

の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「政令」という

。）及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員

会規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定

めるものとする。  

 

（定義）  

第２条  この規程において使用する用語の意義は，特別の定めのある場合を除く

ほか，法及び政令並びに条例において使用する用語の例による。  

 

第２章  管理体制  

 

（総括保護管理者）  

第３条  本学に，総括保護管理者１人を置き，総務を担当する理事をもって充て

る。  

２  総括保護管理者は，本学における個人情報，仮名加工情報，匿名加工情報及

び個人関連情報（以下「個人情報等」という。）の適切な取扱いに関する事務

を総括するものとする。  

 

（保護管理者）  

第４条  部局等（公立大学法人宮城大学基本規則（平成２１年宮城大学規則第１

号）第１９条の２第５項の規定による情報戦略推進室，同規則第２６条第１項

の規定による学群，同条第２項の規定による研究科，同規則第３２条第１項の

規定による基盤教育群，同規則第３８条の規定による教育推進センター等，同

規則第３９条の規定による全学センター及び第４１条の規定による事務局をい

う。以下同じ。）に，保護管理者１人を置き，当該部局等の長をもって充てる。 

２  保護管理者は，部局等における個人情報等の適切な管理を確保するものとす

る。  

３  保護管理者は，個人情報等を情報システムで取り扱う場合は，当該情報シス

テムの管理者と連携して個人情報等の適切な管理を確保するものとする。  
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（保護担当者）  

第５条  部局等に，保護担当者１人を置き，当該部局等の保護管理者が指名する

者をもって充てる。  

２  保護担当者は，保護管理者を補佐し，当該部局等における個人情報等の管理

に関する事務を担当するものとする。  

 

（監査責任者）  

第６条  本学に，監査責任者１人を置き，理事長が指名する者をもって充てる。  

２  監査責任者は，個人情報等の管理の状況について監査するものとする。  

 

（個人情報管理委員会）  

第７条  総括保護管理者は，本学における個人情報等の管理に係る重要事項の決

定，連絡・調整等を行うために必要があると認めるときは，関係職員を構成員

とする個人情報管理委員会を置くことができるものとする。  

２  個人情報管理委員会の運営に関し必要な事項は，理事長が定める。  

 

（教育研修）  

第８条  総括保護管理者及び保護管理者は，個人情報等の取扱いに従事する役員

及び職員（以下「職員等」という。）に対し，個人情報等の取扱いについて理

解を深めるとともに，個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るために必要

な教育研修を行うものとする。   

２  総括保護管理者及び保護管理者は，個人情報等を取り扱う情報システムの管

理に関する事務に従事する職員等に対し，個人情報等の適切な管理のために必

要な教育研修を行うものとする。   

３  総括保護管理者は，保護管理者及び保護担当者に対し，部局等における個人

情報等の適切な管理のために必要な教育研修を行うものとする。  

４  総括保護管理者及び保護管理者は，職員等に対し，個人情報等の適切な管理

のために必要な教育研修への参加の機会を与える等必要な措置を講ずるものと

する。  

 

（職員等の責務）  

第９条  職員等は，関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者，保護

管理者及び保護担当者の指示に従い，個人情報等を取り扱わなければならない。 

２  職員等又は職員等であった者は，その業務に関して知り得た個人情報等の内

容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。  

 

第３章  個人情報等の取扱い  

 

（利用目的の特定）  

第１０条  職員等は，個人情報を取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下

「利用目的」という。）をできる限り特定するものとする。  

２  職員等は，利用目的を変更する場合には，変更前の利用目的と関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  

 

（利用目的による制限）  

第１１条  職員等は，あらかじめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならな

い。  

２  職員等は，合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継

することに伴って個人情報を取得した場合は，あらかじめ本人の同意を得ない

で，承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて，当

該個人情報を取り扱ってはならない。  
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３  前２項の規定は，次に掲げる場合については，適用しない。  

一  法令（条例を含む。以下この章において同じ。）に基づく場合  

二  人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の  

同意を得ることが困難であるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合  

であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事  

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を  

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

五  当該個人情報を学術研究の用に供する目的（以下「学術研究目的」という。） 

で取り扱う必要があるとき（当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究  

目的である場合を含み，個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合  

を除く。）。  

六  学術研究機関等に個人データを提供する場合であって，当該学術研究機関  

等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人デ  

ータを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み，個人の権利利  

益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。  

 

（不適正な利用の禁止）  

第１２条  職員等は，違法又は不当な行為を助長し，又は誘発するおそれがある

方法により個人情報を利用してはならない。  

 

（適正な取得）  

第１３条  職員等は，偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならな

い。  

２  職員等は，次に掲げる場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，

要配慮個人情報を取得してはならない。  

一  法令に基づく場合  

二  人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の  

同意を得ることが困難であるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合  

であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事  

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を  

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

五  当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該要配  

慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み，個人の  

権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。  

六  学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって，当該要  

配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情  

報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み，個人の権利利益  

を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（本学と当該学術研究機関等  

が共同して学術研究を行う場合に限る。）。  

七  当該要配慮個人情報が，本人，国の機関，地方公共団体，学術研究機関等， 

法第５７条第１項各号に掲げる者その他規則第６条各号に該当する者により  

公開されている場合  

八  その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令第９条に規定する場合  

 

（取得に際しての利用目的の通知等）  

第１４条  本学は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表

している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又は公表す

るものとする。  
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２  本学は，前項の規定にかかわらず，本人との間で契約を締結することに伴っ

て契約書その他の書面（電磁的記録を含む。以下この項において同じ。）に記

載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載さ

れた当該本人の個人情報を取得する場合は，あらかじめ，本人に対し，その利

用目的を明示するものとする。ただし，人の生命，身体又は財産の保護のため

に緊急に必要がある場合は，この限りでない。  

３  本学は，利用目的を変更した場合は，変更された利用目的について，本人に

通知し，又は公表するものとする。  

４  前３項の規定は，次に掲げる場合については，適用しない。  

一  利用目的を本人に通知し，又は公表することにより本人又は第三者の生命， 

身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  

二  利用目的を本人に通知し，又は公表することにより本学の権利又は正当な  

利益を害するおそれがある場合  

三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協  

力する必要がある場合であって，利用目的を本人に通知し，又は公表するこ  

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合  

 

（データ内容の正確性の確保等）  

第１５条  職員等は，利用目的の達成に必要な範囲内において，個人データを正

確かつ最新の内容に保つとともに，利用する必要がなくなったときは，当該個

人データを遅滞なく消去するよう努めるものとする。  

２  職員等は，個人データの内容に誤り等を発見した場合には，保護管理者の指

示に従い，訂正等を行わなければならない。  

３  職員等は，個人データ又は個人データが記録されている媒体（端末及びサー

バに内蔵されているものを含む。）が不要となった場合には，保護管理者の指

示に従い，当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該個人データ

の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。  

 

（安全管理措置）  

第１６条  保護管理者は，その取り扱う個人データの漏えい，滅失又は毀損の防

止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものと

する。  

２  保護管理者は，職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては，当該個人

データの安全管理が図られるよう，当該職員等に対する必要かつ適切な監督を

行うものとする。  

 

（取扱いの制限）  

第１７条  保護管理者は，個人データの秘匿性等その内容に応じて，個人データ

を取り扱う権限を有する職員等及びその権限の内容を，当該個人データを取り

扱う上で必要最小限の範囲に限るものとする。  

２  前項の規定により個人データを取り扱う権限を有する職員等以外の者は，個

人データを取り扱ってはならない。  

３  職員等は，個人データを取り扱う権限を有する場合であっても，その業務上

の目的以外の目的で個人データを取り扱ってはならない。  

 

（複製等の制限）  

第１８条  保護管理者は，職員等が業務上の目的で個人データを取り扱う場合で

あっても，次の各号に掲げる行為については，当該個人データの秘匿性等に応

じて，当該行為を必要最小限に限定することとし，職員等は保護管理者の指示

に従って行うものとする。  

一  個人データの複製  
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二  個人データの送信  

三  個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持出し  

四  その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為  

 

（媒体の管理等）  

第１９条  職員等は，保護管理者の指示に従って，個人データが記録されている

媒体を所定の場所に保管するものとする。  

２  保護管理者は，個人データの秘匿性等その内容に応じて，台帳を作成し，当

該個人データの利用及び保管の取扱いの状況について記録するものとする。  

 

（委託先の監督）  

第２０条  保護管理者は，個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は，

その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう，委託先に対す

る必要かつ適切な監督を行うものとする。  

２  保護管理者は，個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，

委託先の選定の際に個人データの管理能力の確認を行う等の必要な措置を講ず

るとともに，契約書に次に掲げる事項を明記し，委託先における責任者及び業

務従事者の管理，実施体制並びに個人情報の管理の状況等の必要な事項につい

て，書面により確認するものとする。  

一  個人情報に関する秘密保持，目的外利用の禁止等の義務  

二  再委託（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）  

第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。以下同  

じ。）の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項  

三  個人情報の複製等の制限に関する事項  

四  個人情報の安全管理措置に関する事項  

五  個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項  

六  委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項  

七  法令及び契約に違反した場合における契約解除，損害賠償責任その他必要  

な事項  

八  契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先におけ  

る委託された業務に係る個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関す  

る事項（再委託先の監査等に関する事項を含む。）  

３  保護管理者は，個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，  

委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容及びその量等に応じて，委  

託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況について，必要  

に応じて調査を行う等により確認するものとする。  

４  第２項の規定は，本学から個人データの取扱いに係る業務の委託を受けた者

が受託した業務を他の者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をする

場合について準用する。この場合において，第２項中「保護管理者」とあるの

は「受託者」と，「委託先」とあるのは「再委託先」と読み替えるものとする。 

５  保護管理者は，前項の場合において，再委託される業務に係る個人データの

秘匿性等その内容及びその量等に応じて，委託先を通じて又は自ら第３項の措

置を講ずるものとする。個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再

々委託を行う場合以降も同様とする。  

６  保護管理者は，個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合

には，労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人データの取扱いに関する事項を

記載するものとする。  

７  保護管理者は，個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，

個人データの漏えい，滅失又は毀損を防止するため，委託する業務の内容，個

人データの秘匿性等を考慮し，必要に応じ，特定の個人を識別することができ

る記載の全部又は一部を削除し，又は別の記号等に置き換える等の措置を講ず

るものとする。  
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（漏えい等の報告等）  

第２１条  職員等は，個人データの漏えい，滅失，毀損その他の個人データの安

全確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれがある事案又は兆候

（以下「事案等」という。）を確認した場合には，直ちに個人データを管理す

る保護管理者に報告するものとする。  

２  保護管理者は，前項の規定による報告を受けたときは，被害の拡大防止又は

復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし，当該事案等

が，外部からの不正アクセスや不正プログラムによるおそれがある場合におい

て，当該端末等のネットワークからの遮断など，被害拡大防止のため直ちに行

い得る措置については，直ちに行うものとする。  

３  保護管理者は，第１項の規定による報告を受けたときは，事案の内容等に応

じて事案等の発生した経緯，被害状況等を調査し，総括保護管理者に報告する

ものとする。ただし，特に重大と認める事案等が発生した場合には，直ちに総

括保護管理者に当該事案等の内容等について報告するものとする。  

４  総括保護管理者は，前項の規定による報告を受けたときは，必要に応じて，

当該事案の内容，経緯，被害状況等を速やかに理事長に報告するものとする。  

５  総括保護管理者は，その取り扱う個人データの漏えい，滅失，毀損その他の

個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが

大きいものとして規則第７条各号のいずれかに該当するものが生じたときは，

規則第８条の規定により，当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告す

るものとする。ただし，本学が，他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から

当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって，規則第

９条の規定により，当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行

政機関等に通知したときは，この限りでない。   

 

（第三者提供の制限）  

第２２条  本学は，次に掲げる場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ない

で，個人データを第三者に提供してはならない。  

一  法令に基づく場合  

二  人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の  

同意を得ることが困難であるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合  

であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事  

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を  

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

五  当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得な  

いとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。  

六  当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人デー  

タを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み，個人の権利利益  

を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（本学と当該第三者が共同し  

て学術研究を行う場合に限る。）。  

七  当該第三者が学術研究機関等である場合であって，当該第三者が当該個人  

データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱  

う目的の一部が学術研究目的である場合を含み，個人の権利利益を不当に侵  

害するおそれがある場合を除く。）。  

２  本学は，第三者に提供される個人データについて，本人の求めに応じて当該

本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合

であって，次に掲げる事項について，規則第１１条の規定により，あらかじめ，

本人に通知し，又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに，個人情報保護

委員会に届け出たときは，前項の規定にかかわらず，当該個人データを第三者
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に提供することができる。ただし，第三者に提供される個人データが要配慮個

人情報又は第１３条第１項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人

情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一

部を複製し，又は加工したものを含む。）である場合は，この限りでない。  

一  本学の名称，住所及び代表者の氏名  

二  第三者への提供を利用目的とすること。  

三  第三者に提供される個人データの項目  

四  第三者に提供される個人データの取得の方法  

五  第三者への提供の方法  

六  本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を  

停止すること。  

七  本人の求めを受け付ける方法  

八  その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして規則第１１条第  

４項に掲げる事項  

３  本学は，前項第１号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による

個人データの提供をやめたときは遅滞なく，同項第３号から第５号まで，第７

号又は第８号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ，その旨につ

いて，規則第１１条の規定により，本人に通知し，又は本人が容易に知り得る

状態に置くとともに，個人情報保護委員会に届け出るものとする。  

４  次に掲げる場合において，当該個人データの提供を受ける者は，前各項の規

定の適用については，第三者に該当しないものとする。  

一  本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部  

又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合  

二  合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合  

三  特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供さ  

れる場合であって，その旨並びに共同して利用される個人データの項目，共  

同して利用する者の範囲，利用する者の利用目的並びに当該個人データの管  

理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，  

その代表者の氏名について，あらかじめ，本人に通知し，又は本人が容易に  

知り得る状態に置いているとき。  

５  本学は，前項第３号に規定する個人データの管理について責任を有する者の

氏名，名称若しくは住所又は法人にあっては，その代表者の氏名に変更があっ

たときは遅滞なく，同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有す

る者を変更しようとするときはあらかじめ，その旨について，本人に通知し，

又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。  

６  前項に規定する場合（同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。）

には，保護管理者は，本人に対し，規則第１０条の規定により，当該事態が生

じた旨を通知するものとする。ただし，本人への通知が困難な場合であって本

人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは，この

限りでない。   

７  保護管理者は，事案等の発生した原因を分析し，再発防止のために必要な措

置を講ずるとともに，その結果を総括保護管理者に報告するものとする。  

 

（外国にある第三者への提供の制限）  

第２３条  前条の規定にかかわらず，本学は，外国（本邦の域外にある国又は地

域をいう。以下この条及び第２６条第１項第２号において同じ。）にある第三

者に個人データを提供する場合には，次の各号のいずれかに該当する場合を除

き，あらかじめ当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得る

ものとする。  

一  前条第１項各号に掲げる場合  

二  個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個  

人情報の保護に関する制度を有している外国として規則第１５条に規定する  
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国にある第三者に提供する場合  

三  個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされて  

いる措置に相当する措置（第３項において「相当措置」という。）を継続的  

に講ずるために必要なものとして規則第１６条に規定する基準に適合する体  

制を整備している者に提供する場合  

２  本学は，前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には，規則第１７

条の規定により，あらかじめ，当該外国における個人情報の保護に関する制度，

当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となる

べき情報を当該本人に提供するものとする。  

３  本学は，個人データを外国にある第三者（第１項第３号に規定する体制を整

備している者に限る。）に提供した場合には，規則第１８条の規定により当該

第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずると

ともに，本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供す

るものとする。  

 

（第三者提供に係る記録の作成等）  

第２４条  本学は，個人データを第三者（法第１６条第２項各号に掲げる者を除

く。以下この条及び次条（第２６条第３項において読み替えて準用する場合を

含む。）において同じ。）に提供したときは，規則第１９条の規定により，当

該個人データを提供した年月日，当該第三者の氏名又は名称その他の規則第２０

条に規定する事項に関する記録を作成するものとする。ただし，当該個人デー

タの提供が第２２条第１項各号又は第４項各号のいずれか（前条第１項の規定

による個人データの提供にあっては，第２２条第１項各号のいずれか）に該当

する場合は，この限りでない。  

２  本学は，前項の記録を，当該記録を作成した日から規則第２１条に規定する

期間保存するものとする。  

 

（第三者提供を受ける際の確認等）  

第２５条  本学は，第三者から個人データの提供を受けるに際しては，規則第２

２条の規定により，次に掲げる事項の確認を行うものとする。ただし，当該個

人データの提供が第２２条第１項各号又は第４項各号のいずれかに該当する場

合は，この限りでない。  

一  当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の  

氏名  

二  当該第三者による当該個人データの取得の経緯  

２  本学は，前項の規定による確認を行ったときは，規則第２３条の規定により，

当該個人データの提供を受けた年月日，当該確認に係る事項その他の規則第２

４条に規定する事項に関する記録を作成するものとする。  

３  本学は，前項の記録を，当該記録を作成した日から規則第２５条に規定する

期間保存するものとする。  

 

（個人関連情報の第三者提供の制限等）  

第２６条  本学は，第三者が個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成

するものに限る。以下同じ。）を個人データとして取得することが想定される

ときは，第２２条第１項各号に掲げる場合を除くほか，次に掲げる事項につい

て，あらかじめ規則第２６条に規定する方法により確認することをしないで，

当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。  

一  当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人  

データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。 

二  外国にある第三者への提供にあっては，前号の本人の同意を得ようとする  

場合において，規則第１７条第１項及び第２項に規定するところにより，あ  

らかじめ，当該外国における個人情報の保護に関する制度，当該第三者が講  
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ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当  

該本人に提供されていること。  

２  第２３条第３項の規定は，前項の規定により本学が個人関連情報を提供する

場合について準用する。この場合において，同条第３項中「講ずるとともに，

本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供す」とある

のは，「講ず」と読み替えるものとする。  

３  前条第２項及び第３項の規定は，第１項の規定により本学が確認する場合に

ついて準用する。この場合において，同条第２項中「の提供を受けた」とある

のは，「を提供した」と読み替えるものとする。  

 

（仮名加工情報の作成等）  

第２７条  本学は，仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構成するもの

に限る。以下同じ。）を作成するときは，他の情報と照合しない限り特定の個

人を識別することができないようにするために必要なものとして規則第３１条

に規定する基準に従い，個人情報を加工するものとする。  

２  本学は，仮名加工情報を作成したとき，又は仮名加工情報及び当該仮名加工

情報に係る削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除さ

れた記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関

する情報をいう。以下この条及び次条第３項において読み替えて準用する第７

項において同じ。）を取得したときは，削除情報等の漏えいを防止するために

必要なものとして規則第３２条に規定する基準に従い，削除情報等の安全管理

のための措置を講ずるものとする。  

３  職員等は，第１１条の規定にかかわらず，法令に基づく場合を除くほか，第

１０条第１項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて，

仮名加工情報（個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。）を取

り扱ってはならない。  

４  仮名加工情報についての第１４条の規定の適用については，同条第１項及び

第３項中「，本人に通知し，又は公表する」とあるのは「公表する」と，同条

第４項第１号から第３号までの規定中「本人に通知し，又は公表する」とある

のは「公表する」とする。  

５  職員等は，仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要が

なくなったときは，当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努

めるものとする。この場合においては，第１５条第１項の規定は，適用しない。 

６  本学は，第２２条第１項及び第２項並びに第２３条第１項の規定にかかわら

ず，法令に基づく場合を除くほか，仮名加工情報である個人データを第三者に

提供してはならない。この場合において，第２２条第４項中「前各項」とある

のは「第２７条第６項」と，同項第３号中「，本人に通知し，又は本人が容易

に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と，同条第５項中「，本人

に通知し，又は本人が容易に知り得る状態に置く」とあるのは「公表する」と，

第２４条第１項ただし書中「第２２条第１項各号又は第４項各号のいずれか（

前条第１項の規定による個人データの提供にあっては，第２２条第１項各号の

いずれか）」とあり，及び第２５条第１項ただし書中「第２２条第１項各号又

は第４項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第２２条第４項

各号のいずれか」とする。  

７  職員等は，仮名加工情報を取り扱うに当たっては，当該仮名加工情報の作成

に用いられた個人情報に係る本人を識別するために，当該仮名加工情報を他の

情報と照合してはならない。  

８  職員等は，仮名加工情報を取り扱うに当たっては，電話をかけ，郵便若しく

は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便により送付し，電報を送達し，フ

ァクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他
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の情報通信の技術を利用する方法であって規則第３３条各号に掲げるものをい

う。）を用いて送信し，又は住居を訪問するために，当該仮名加工情報に含ま

れる連絡先その他の情報を利用してはならない。  

９  仮名加工情報，仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有

個人データについては，第１０条第２項並びに第２１条第５項及び第６項の規

定は，適用しない。  

 

（仮名加工情報の第三者提供の制限）  

第２８条  本学は，法令に基づく場合を除くほか，仮名加工情報（個人情報であ

るものを除く。次項及び第３項において同じ。）を第三者に提供してはならな

い。  

２  第２２条第４項及び第５項の規定は，仮名加工情報の提供を受ける者につい

て準用する。この場合において，同条第４項中「前各項」とあるのは「第２８

条第１項」と，同項第３号中「，本人に通知し，又は本人が容易に知り得る状

態に置いて」とあるのは「公表して」と，同条第５項中「，本人に通知し，又

は本人が容易に知り得る状態に置く」とあるのは「公表する」と読み替えるも

のとする。  

３  第１６条，第２０条第１項並びに前条第７項及び第８項の規定は，仮名加工情報の取扱

いについて準用する。この場合において，第１６条第１項中「漏えい，滅失又は毀

損」とあるのは「漏えい」と，前条第７項中「ために，」とあるのは「ために，削除情

報等を取得し，又は」と読み替えるものとする。  

 

（本学の責務）  

第２９条  本学は，学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて，法令の規定

を遵守するとともに，その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ，かつ，

当該措置の内容を公表するよう努めるものとする。  

 

（匿名加工情報の作成及び提供等）  

第３０条  本学は，法第５章第５節の規定に従い，行政機関等匿名加工情報（行

政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この条において同

じ。）を作成することができる。  

２  本学は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，行政機関等匿名加工情

報を提供してはならないものとする。  

一  法令に基づく場合（法第５章第５節の規定に従う場合を含む。）  

二  保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合にお  

いて，当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該  

第三者に提供するとき。  

３  本学は，法令に基づく場合を除き，利用目的以外の目的のために削除情報（

保有個人情報に該当するものに限る。）を自ら利用し，又は提供してはならな

いものとする。  

４  前項の「削除情報」とは，行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人

情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。  

 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務）  

第３１条  本学は，匿名加工情報（行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条

において同じ。）を第三者に提供するときは，法令に基づく場合を除き，規則

第６６条に規定する方法により，あらかじめ，第三者に提供される匿名加工情

報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表すると

ともに，当該第三者に対して，当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を

明示するものとする。  

２  本学は，匿名加工情報を取り扱うに当たっては，法令に基づく場合を除き，

当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために，
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当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別加工符号若しくは法第４３

条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し，又は当該匿

名情報を他の情報と照合してはならない。  

３  本学は，匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして規則第６７

条に規定する基準に従い，匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講

ずるものとする。  

４  前２項の規定は，本学から匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわ

たる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。  

 

第４章  個人情報ファイル簿   

 

（個人情報ファイル簿）  

第３２条  本学は，政令第２１条の規定により，保有している個人情報ファイル

について，法第７４条第１項第１号から第７号まで，第９号及び第１０号に掲

げる事項その他政令第２１条第６項に掲げる事項を記載した帳簿（様式第１号。

以下「個人情報ファイル簿」という。）を作成し，公表するものとする。  

２  前項の規定は，次に掲げる個人情報ファイルについては，適用しない。  

一  法第７４条第２項第１号から第１０号までに掲げる個人情報ファイル  

 二  前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報  

の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって，その利用目的，記録  

項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  

 三  前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令第２１条第７項に  

規定する個人情報ファイル  

３  第１項の規定にかかわらず，本学は，記録項目の一部若しくは法第７４条第

１項第５号若しくは第７号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し，又は

個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより，利用目的に係

る事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼ

すおそれがあると認めるときは，その記録項目の一部若しくは事項を記載せず，

又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。  

４  本学は，個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは，直ち

に，当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。  

５  本学は，個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたと

き，又はその個人情報ファイルが法第７４条第２項第９号に該当するに至った

ときは，遅滞なく，当該個人情報ファイルについての記載を消除するものとす

る。  

 

第５章  開示，訂正及び利用停止  

 

（開示請求書）  

第３３条  法第７７条第１項の規定により提出する書面は，保有個人情報開示請

求書（様式第２号）によるものとする。  

 

（開示決定等通知書）  

第３４条  法第８２条第１項の規定による通知は，保有個人情報の開示をする旨

の決定について（様式第３号）によるものとする。  

２  法第８２条第２項の規定による通知は，保有個人情報の開示をしない旨の決

定について（様式第４号）によるものとする。  

 

（開示決定等の期限延長通知書）  

第３５条  法第８３条第２項の規定による通知は，保有個人情報開示決定等の期

限の延長について（様式第５号）によるものとする。  
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（開示決定等の期限の特例規定の適用）  

第３６条  法第８４条の規定による通知は，保有個人情報の開示決定等期限の特

例規定の適用について（様式第６号）によるものとする。  

 

（開示請求事案の移送）  

第３７条  法第８５条第１項の規定による移送は，保有個人情報開示請求に係る

事案の移送について（様式第７号）によるものとする。  

２  法第８５条第１項の規定による通知は，保有個人情報開示請求に係る事案の

移送について（様式第８号）によるものとする。  

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第３８条  法第８６条第１項の規定による通知は，保有個人情報の開示請求に関

する意見について（様式第９号）によるものとする。  

２  法第８６条第２項の規定による通知は，保有個人情報の開示請求に関する意

見について（様式第１０号）によるものとする。  

３  法第８６条第１項及び第２項の規定による意見書の提出は，保有個人情報の

開示決定等に関する意見書（様式第１１号）によるものとする。  

４  法第８６条第３項の規定による通知は，反対意見書に係る個人情報の開示決

定について（様式第１２号）によるものとする。  

 

（開示の実施等）  

第３９条  法第８７条第１項の規定により本学が定める電磁的記録に記録されて

いる保有個人情報の開示の方法は，次に掲げる方法（条例第２条第２項の実施

機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。）とす

る。  

一  当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格Ａ列３番（  

以下「Ａ３判」という。）以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧  

 二  当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は  

再生したものの閲覧，視聴又は聴取  

 三  当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をＡ３判以下の大きさの用  

紙に出力したものの交付  

 四  当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したも  

のの交付  

２  法第８７条第１項及び前項第１号又は第２号の規定により保有個人情報が記

録されている文書又は図画及び電磁的記録（以下この項及び次項において「文

書等」という。）を閲覧，視聴又は聴取する者は，当該文書等を丁寧に取り扱

うとともに，これを汚損し，若しくは破損し，又は改ざんしてはならない。  

３  理事長は，前項の規定に違反し，又は違反するおそれのある者に対し，当該

文書等の閲覧，視聴又は聴取を中止させ，又は禁止することができる。    

４  法第８７条第３項の規定による申出は，保有個人情報の開示の実施方法等申

出書（様式第１３号）によるものとする。  

 

（訂正請求書）  

第４０条  法第９１条第１項の規定により提出する書面は，保有個人情報訂正請

求書（様式第１４号）によるものとする。  

 

（訂正決定等通知書）  

第４１条  法第９３条第１項の規定による通知は，保有個人情報の訂正をする旨

の決定について（様式第１５号）によるものとする。  

２  法第９３条第２項の規定による通知は，保有個人情報の訂正をしない旨の決

定について（様式第１６号）によるものとする。  
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（訂正決定等の期限延長通知書）  

第４２条  法第９４条第２項の規定による通知は，保有個人情報訂正決定等の期

限の延長について（様式第１７号）によるものとする。  

 

（訂正決定等の期限の特例規定の適用）  

第４３条  法第９５条の規定による通知は，保有個人情報訂正決定等の期限の特

例規定の適用について（様式第１８号）によるものとする。  

 

（訂正請求事案の移送）  

第４４条  法第９６条第１項の規定による移送は，保有個人情報訂正請求に係る

事案の移送について（様式第１９号）によるものとする。  

２  法第９６条第１項の規定による通知は，保有個人情報訂正請求に係る事案の

移送について（様式第２０号）によるものとする。  

 

（保有個人情報の提供先への通知）  

第４５条  法第９７条の規定による通知は，提供をしている保有個人情報の訂正

をする旨の決定について（様式第２１号）によるものとする。  

 

（利用停止請求書）  

第４６条  法第９９条第１項の規定により提出する書面は，保有個人情報利用停

止請求書（様式第２２号）によるものとする。  

 

（利用停止決定等通知書）  

第４７条  法第１０１条第１項の規定による通知は，保有個人情報の利用停止を

する旨の決定について（様式第２３号）によるものとする。  

２  法第１０１条第２項の規定による通知は，保有個人情報の利用停止をしない

旨の決定について（様式第２４号）によるものとする。  

 

（利用停止決定等の期限延長通知書）  

第４８条  法第１０２条第２項の規定による通知は，保有個人情報利用停止決定

等の期限の延長について（様式第２５号）によるものとする。  

 

（利用停止決定等の期限の特例規定の適用）  

第４９条  法第１０３条の規定による通知は，保有個人情報利用停止決定等の期

限の特例規定の適用について（様式第２６号）によるものとする。  

 

（審査会への諮問）  

第５０条  法第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項の規定に

よる宮城県個人情報保護審査会への諮問は，次の各号に掲げる審査請求の区分

に応じ，当該各号に定める書面によるものとする。  

 一  法第８２条の規定に基づく開示決定等に係る審査請求 諮問書（様式第２７号） 

 二  法第９３条の規定に基づく訂正決定等に係る審査請求 諮問書（様式第２８号） 

 三  法第１０１条の規定に基づく利用停止決定等に係る審査請求 諮問書（様式第２９号） 

 四  法第７６条の規定に基づく開示請求，法第９０条の規定に基づく訂正請求  

及び法第９８条の規定に基づく利用停止請求に係る不作為に関する審査請求   

諮問書（様式第３０号）  

２  法第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第２項の規定による通

知は，宮城県個人情報保護審査会への諮問について（様式第３１）によるもの

とする。  
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第６章  監査及び点検の実施  

 

（監査）  

第５１条  監査責任者は，個人情報等の適切な管理を検証するため，本学におけ

る個人情報等の管理の状況について，必要があると認めるときは，監査（外部

監査の委託を含む。以下同じ。）をすることができる。  

２  監査責任者は，前項の規定により監査をしたときは，監査の結果に関する報

告を総括保護管理者に提出するものとする。  

 

（点検）  

第５２条  保護管理者は，毎年１回以上，部局等における個人データ等の記録媒

体，処理経路及び保管方法等について点検を行うものとし，その結果を総括保

護管理者に報告するものとする。  

 

（評価及び見直し）  

第５３条  総括保護管理者は，前２条の規定による報告を受けたときは，個人情

報等の適切な管理のために必要と認められる措置を講ずるとともに，理事長に

報告するものとする。  

 

第７章  雑則  

 

（苦情処理）  

第５４条  本学は，個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努

めるものとする。  

 

（雑則）  

第５５条  この規程に定めるもののほか，個人情報等に関する事務の取扱い等に

ついては，宮城県の例による。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この規程は，令和５年４月１日から施行する。  

（旧規程の廃止）  

２  公立大学法人宮城大学個人情報の保護に関する規程（平成２１年宮城大学規

程第２１号。第５項において「旧規程」という。）は，廃止する。  

（経過措置）  

３  前項の規定の施行の際現にされている条例附則第２条の規定による廃止前の

個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号。以下「旧条例」という。）

第１６条，第２７条又は第３３条の規定による旧条例第２条第１号に規定する

個人情報（以下「旧個人情報」という。）の開示，訂正及び利用停止請求につ

いては，法第７６条，第９０条又は第９８条の規定による保有個人情報の開示，

訂正及び利用停止請求とみなす。この場合において，旧条例第２１条第１項，

第３０条第１項又は第３６条第１項の規定による決定の義務及び旧条例第２１

条第４項（旧条例第３０条第４項及び第３６条第４項において準用する場合を

含む。）の規定による期間の延長については，なお従前の例による。  

４  第２項の規定の施行の際現にされている旧条例第３７条の規定による諮問に

おける調査審議については，なお従前の例による。  

５  旧規程の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては，当

分の間，公立大学法人宮城大学の保有する個人情報の保護に関する規程の規定

によるものとみなす。  
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様式第１号（第３２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  

行 政 機 関 等 の 名 称 公立大学法人宮城大学 

個人情報ファイルが利用に供される 
事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

記 録 項 目 
 

 

記 録 範 囲  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  

要配慮個人情報が含まれるときは，その旨 
 

 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

（名 称） 

公立大学法人宮城大学事務局総務課 

（所在地） 

宮城県黒川郡大和町学苑１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の 
規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

□法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項 

第２号 

（マニュアル処理 

ファイル） 

政令第21条第７項に該当 

するファイル □有 □無 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 
募集をする個人情報ファイルである旨 

 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 

 

 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 
 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を 受け る組 織の 名称 及び 所在地 

 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に 
関する提案をすることができる期間 

 

 

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が
含 ま れ る と き は ， そ の 旨 

 

 

備    考  
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様式第２号（第３３条関係） 

                  （表  面） 

保有個人情報開示請求書 

   年  月  日 

公立大学法人宮城大学理事長    殿 

 

            （ふりがな）                                   

         氏 名                                  

         住所又は居所 〒 

                              電話  （  ）      

 

         電子メールアドレス（任意）                             

 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第77条第１項の規定に基づき，下記の 

とおり保有個人情報の開示を請求します。 
 

記 

１ 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 
 
 

 
２ 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。） 

イ又はロに○印を付してください。イを選択した場合は，実施の方法及び希望日を記載 
してください。 

イ 個人情報窓口における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法 ＞ □閲覧（必要に応じて写しの交付＊）□写しの交付のみ＊ 

＊写しの交付には複写料がかかります。 

＜実施の希望日＞ □  年  月  日以降 □  年  月  日から  年  月  日までの間 

ロ 本人限定受取郵便による写しの送付＊を希望する。＊送付には郵送料と複写料がかかります。 

 
３ 本人確認等 

イ 開示請求者   □ 本人    □ 法定代理人   □ 任意代理人 

ロ 請求者本人確認書類 
  □ 運転免許証   □ 健康保険被保険者証  □ 個人番号カード 

□ 在留カード，特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
  □ その他（                        ） 
  ※郵送により請求をする場合には，本請求書に加えて住民票の写し等を添付してください。 

ハ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

 (ｲ) 本人の状況   □ 未成年者（    年   月   日生） □ 成年被後見人 

□ 任意代理人委任者 

       （ふりがな）                                 

(ﾛ) 本人の氏名                                      
 (ﾊ) 本人の住所又は居所 〒                 
 
                                                  （ﾆ）本人の電話番号  （   ）                     
ニ 法定代理人が請求する場合，次のいずれかの書類を提示し，又は提出してください。 

   請求資格確認書類  □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（          ） 
ホ 任意代理人が請求する場合，次の書類を提示し，又は提出してください。 

請求資格確認書類  □ 委任状   □ その他（                             ） 

※ 次の欄には記入しないでください 

担当課（室）所  電話 （  ）  －   内線 
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（ 裏  面 ） 

１ 「氏名」，「住所又は居所」，「電話」，「電子メールアドレス」 

  開示請求者（法定代理人又は任意代理人（以下「代理人」という。）の氏名（４（１）の本人確認書類で確認で

きる場合は旧姓も可）及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により開示

決定通知等を行うことになりますので，正確に記載してください。 

  連絡を行う際に必要になりますので，開示請求者本人と直接連絡が可能な電話番号（必須）及び電子メールアド

レス（任意）を記載してください。 

  

２ 「開示を請求する保有個人情報」 

  開示を請求する保有個人情報が記録されている行政文書等や個人情報ファイルの名称など，開示請求する保有個

人情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。 

 

３ 「求める開示の実施方法等」 

  開示を受ける場合の開示の実施の方法（個人情報窓口における開示の実施の方法，個人情報窓口における開示を

希望する場合の希望日）について，希望がありましたら記載してください。 

  なお，実施の方法は本学が定めるところによりますので，希望する方法に対応できない場合があります。 

  開示の実施の方法等については，開示決定後に提出していただく「保有個人情報開示実施申出書」により，別途

申し出ることもできます。 

  

４ 本人確認書類等 

（1）個人情報窓口における開示請求の場合 

    来学して個人情報窓口において保有個人情報の開示請求をする場合には，本人確認のため，個人情報の保護に 

     関する法律施行令（平成15年政令第507号）第22条に規定する運転免許証，健康保険の被保険者証，個人番号 

   カード（ただし，個人番号通知カードは不可），在留カード，特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなさ 

   れる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し，又は提出してください。 

どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や，これらの本人確認書類の提示又は提出ができ

ない場合は，個人情報窓口に事前に相談してください。 

 

（2）郵送による開示請求の場合 

郵送により保有個人情報の開示請求をする場合には，（1）の本人確認書類を複写機により複写したものに 

併せて，住民票の写し（ただし，開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出してください。

住民票の写しは，市町村が発行する公文書であり，その複写物による提出は認められません。住民票の写しが提

出できない場合は，個人情報窓口に事前に相談してください。 

なお，個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は，表面のみ複写し，住民票の写しについ 

ては，個人番号の記載がある場合，当該個人番号を黒塗りしてください。 

また，被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は，保険者番号及び被保険者等記号・番号を 

黒塗りにしてください。 

 

（3）代理人による開示請求の場合 

「本人の状況等」欄は，代理人による開示請求の場合にのみ記載してください。必要な記載事項は，保有個人 

情報の本人の状況，本人の氏名，本人の住所又は居所及び本人の電話番号です。 

代理人のうち，法定代理人が開示請求をする場合には，戸籍謄本，戸籍抄本，成年後見登記の登記事項証明書 

その他法定代理人であることを証明する書類（ただし，開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）

を提示し，又は提出してください。 

なお，戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は，市町村等が発行する公文書であり，その複写 

物による提示又は提出は認められません。 

代理人のうち，任意代理人が開示請求をする場合には，委任状その他その資格を証明する書類（ただし，開示 

請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出してください。 

また，委任状については，①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書（ただし，開示請求の前30日以 

内に作成されたものに限ります。）を添付するか又は②委任者の運転免許証，個人番号カード（ただし，個人番 

号通知カードは不可）等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。 

なお，委任状は，その複写物による提出は認められません。 
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様式第３号（第３４条関係） 

                         第     号 

                               年  月  日 

 

 様 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 
 
 

保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知） 

 

   年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については，個人情報の保護に関

する法律（平成15年法律第57号）第82条第１項の規定に基づき，下記のとおり，開示することに

決定したので通知します。 
 

記 

１ 開示する保有個人情報（ 全部開示 ・ 部分開示 ） 

 

２ 不開示とした部分とその理由 
 
 
 
（教示） 

(1) この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表する

者は公立大学法人宮城大学理事長となります。），この決定の取消しの訴えを提起することができます。た

だし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決の日

の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 

３ 開示する保有個人情報の利用目的 

 
 
４ 開示の実施の方法等 （裏面（又は同封）の説明事項をお読みください。） 
 
(1)  開示の実施の方法等 

 
 

 
(2)  個人情報窓口における開示を実施することができる期間，時間及び場所 

期間：  年 月 日から 年 月 日まで（土・日曜，祝祭日を除く。） 
時間： 
場所： 
 

  
 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 

 e-mail:  
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（※裏面又は別紙）                             【様式第３号】 

 

保有個人情報の開示をする旨の決定（通知）に係る説明事項 

 

1 「開示の実施の方法等」 

  開示の実施の方法等については，（※）表面（又は別紙）の保有個人情報の開示をする旨の

決定の通知（以下「通知」といいます。）を受け取った日から30日以内に，同封した「保有個

人情報の開示の実施方法等申出書」により開示の実施の申出を行ってください。 

  開示の実施の方法は，通知の４（1）「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自

由に選択できます。 

  個人情報窓口における開示の実施を選択される場合は，通知の４（2）「個人情報窓口にお

ける開示を実施することができる日時及び場所」に記載されている日時から，希望の日時を選

択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は，通知の「連絡先」に記載し

た担当班まで連絡してください。 

なお，開示の実施の準備を行う必要がありますので，「保有個人情報の開示の実施方法等申

出書」は開示を受ける希望日の〇〇日前には当方に届くように提出願います。 

  また，本人限定受取郵便による写しの送付を希望される場合は，「保有個人情報の開示の実

施方法等申出書」によりその旨を申し出てください。 

なお，この場合は，別途，複写及び郵送に係る費用を負担していただくこととなります。 

 

２ 決定に対する審査請求等 

  この決定に不服がある場合には，行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定に基づき，審査

請求又は決定の取消の訴え（取消訴訟）を提起することができます。 

これについて詳しくは，通知の「２ 不開示とした部分とその理由」の（教示）をお読みく

ださい。 

 

３ 開示の実施について 

（1） 個人情報窓口における開示の実施を選択され，その旨「保有個人情報の開示の実施方法

等申出書」により申し出られた場合は，開示を受ける当日，個人情報窓口に来られる際に，

この通知をお持ちください。 

（2） 本人限定受取郵便による写しの送付を希望された場合は，「保有個人情報の開示の実施

方法等申出書」の送付後にこちらからお知らせする送付に要する費用を現金書留又は国内

郵便為替により納付してください。 

 （3）個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮城県条例第72号）第３条の規定によ 

り，この通知があった日から90日を経過すると開示を受けることができなくなります。 

 正当な理由によりこの期間内に開示を受けることができない場合は，連絡先の担当班ま 

でご連絡ください。 

 

４ 連絡先 

  開示の実施方法等，審査請求の方法等についてご不明な点がありましたら，連絡先の担当班

までお問合せください。 

（注※）保有個人情報の開示をする旨の決定（通知）が２枚にわたる場合は，本説明事項は別紙となる。 
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様式第４号（第３４条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

 様 

 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の開示をしない旨の決定について（通知） 

 

   年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については，個人 

情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第82条第２項の規定により，下記 

のとおり全部を開示しないことに決定したので通知します。 

 

記 

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 
 

開 示 を し な い 

こ と と し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（教示） 

(1)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表する

者は公立大学法人宮城大学理事長となります。），この決定の取消しの訴えを提起することができます。た

だし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決の日

の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 
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様式第５号（第３５条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 様 
 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報開示決定等の期限の延長について（通知） 

 

   年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については，個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）第83条第２項の規定により，下記のとおり開示決

定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

開示請求に係る保有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

延 長 後 の 期 間 日（開示決定等期限     年   月   日） 

延 長 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 
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様式第６号（第３６条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 様 
 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

 

保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

   年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については，個人情報の

保護に関する法律（平成15年法律第57号）第84条の規定により，下記のとおり開示決定

等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

開 示 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

 

法第84条の規定（開示決定等の

期限の特例）を適用する理由 

 

 

 

 

 

 

 

残りの保有個人情報について 

開 示 決 定 等 を す る 期 限 

 

（   年  月  日までに可能な部分について開示決定等を 

行い，残りの部分については，次に掲載する期限までに開示決定

等を行う予定です。） 

 

   年  月  日 

 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 
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様式第７号（第３７条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 殿 
 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について 

 

    年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案について，

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第85条第１項の規定により，下記のとおり

移送します。 

 

記 

開示請求に係る保有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

開 示 請 求 者 氏 名 等 

氏 名： 

住所又は居所：〒 

連絡先：電話：    （   ）  －    

 

 法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 

 本人の状況 □ 未成年者（    年  月  日生）  □ 成年被後見人 

□ 任意代理人委任者 

 本人の氏名                              

 本人の住所又は居所 〒 

                                    

 本人の電話番号     （   ）  －                          

 

添 付 資 料 等 

・ 開示請求書 

・ 移送前に行った行為の概要記録 

・ 

・ 

備   考 
（複数の他の行政機関の長等に移送する場合には，その旨） 

 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 
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様式第８号（第３７条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 様 
 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報開示請求に係る事案の移送について（通知） 

 

   年 月 日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案について

は，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第85条第１項の規定により，

下記のとおり移送したので通知します。 

 なお，保有個人情報の開示決定等は，下記の移送先の行政機関等において行われます。 

 

記 

開示請求に係る保有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

 

移 送 を し た 日         年    月    日 

移 送 の 理 由 

 

 

 

 

 

移送先の行政機関の長等 

（行政機関の長等） 

 

（連絡先） 

 部局課室所名： 

 所 在 地：〒 

 電話番号：    （   ）  －    

 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 
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様式第９号（第３８条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 様 
 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

保有個人情報の開示請求に関する意見について（照会） 

 

 あなた（貴団体）に関する情報が含まれている保有個人情報について，個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）第77条第１項の規定による開示請求があり，当

該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため，同法第86条第１項の規

定に基づき，御意見を伺うこととしました。 

 つきましては，お手数ですが，当該保有個人情報を開示することにつき御意見がある

ときは，同封した「保有個人情報の開示決定等に関する意見書」を提出していただきま

すようお願いします。 

 なお，提出期限までに意見書の提出がない場合には，特に御意見がないものとして取

り扱わせていただきます。 

 

記 

開 示 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 
 

開 示 請 求 の 年 月 日       年   月   日 

開示請求に係る保有個人 

情 報 に 含 ま れ て い る 

あ な た （ 貴 団 体 ） に 

関 す る 情 報 の 内 容 

 

意 見 書 の 提 出 先 

（課室所名） 

 

（連絡先）〒 

 

 

意 見 書 の 提 出 期 限       年   月   日 

 

＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-26 

様式第１０号（第３８条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

  様 
 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の開示請求に関する意見について（照会） 

 

 あなた（貴団体）に関する情報が含まれている保有個人情報について，個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」といいます。）第77条第１項の規定

による開示請求があり，当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするた

め，法第86条第２項の規定に基づき，御意見を伺うこととしました。 

 つきましては，お手数ですが，当該保有個人情報を開示することにつき御意見がある

ときは，同封した「保有個人情報の開示決定等に関する意見書」を提出していただきま

すようお願いします。 

 なお，提出期限までに意見書の提出がない場合には，特に御意見がないものとして取

り扱わせていただきます。 

 

記 

開 示 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 
 

開 示 請 求 の 年 月 日      年   月   日 

法第 86条第２項第１号 

又 は 第 ２ 号 の 規 定 の 

適用区分及びその理由 

適 用 区 分  □ 第１号   □ 第２号 

（適用理由） 

開示請求に係る保有個人 

情 報 に 含 ま れ て い る 

あ な た （ 貴 団 体 ） に 

関 す る 情 報 の 内 容 

 

意 見 書 の 提 出 先 
（課室所名） 

（連絡先） 〒 

意 見 書 の 提 出 期 限       年   月   日 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-27 

様式第１１号（第３８条関係） 

 

保有個人情報の開示決定等に関する意見書 

 

 

   年  月  日 

 

公立大学法人宮城大学理事長  殿 

 

（ふりがな） 

氏名又は名称                      

（法人その他の団体にあっては，その団体の代表者名） 

住所又は居所                      

（法人その他の団体にあっては，その主たる事務所の所在地） 

 

    年 月 日付けで照会のあった保有個人情報の開示について，下記のとおり

意見を提出します。 

 

記 

開示請求に係る保有 

個 人 情 報 の 名 称 等 
 

開示に関しての御意見 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がない。 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がある。 

 

 （1）支障（不利益）がある部分 

 

 

 

 （2）支障（不利益）の具体的理由 

 

 

 

 

 

連  絡  先 

 

（電 話）   （    ）－       （内線） 

（ＦＡＸ）   （    ）－ 

（電子メールアドレス） 

 



1152-28 

【様式第１１号（第３８条関係）】 

（別紙） 

 

保有個人情報の開示決定等に関する意見書の記載方法 

 

 

１ 「開示に関しての御意見」 

  保有個人情報を開示されることについて「支障がない」場合，「支障がある」場合のいずれ

か該当する□にレ点を記入してください。 

  また，「支障がある」を選択された場合には，（1）支障がある部分，（2）支障の具体的理

由について記載してください。 

 

２ 「連絡先」 

  本意見書の内容について，内容の確認等をする場合がありますので，確実に連絡が取れる電

話番号，ＦＡＸ（ファクシミリ）番号，電子メールアドレス等を記載してください。 

 

３ 担当連絡先 

  本件の記載方法，内容等について不明な点がありましたら，次の連絡先に連絡してください。 
 
＜連絡先＞ 宮城大学事務局総務課 

 
  電 話:            
 

ＦＡＸ: 
  

e-mail: 

  



1152-29 

様式第１２号（第３８条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

  様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について（通知） 

 

あなた（貴団体）から   年  月  日付けで「保有個人情報の開示決定等に係

る意見書」の提出がありました保有個人情報については，下記のとおり開示決定しまし

たので，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第86条第３項の規定によ

り通知します。 

 

記 

開示請求に係る保有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

開示することとした理由 

 

 

 

 

 

開 示 決 定 を し た 日       年   月   日 

開 示 を 実 施 す る 日       年   月   日 

 
（教示） 

(1)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表する

者は公立大学法人宮城大学理事長となります。），この決定の取消しの訴えを提起することができます。た

だし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決の日

の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 

                      e-mail:



1152-30 

様式第１３号（第３９条関係） 

 

保有個人情報の開示の実施方法等申出書 

 

   年  月  日 

 

公立大学法人宮城大学理事長  殿 

 

             （ふりがな）                                  

          氏 名                                

          住所又は居所 〒 

                              電話  （  ）      

 

電子メールアドレス（任意）                     

 

 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第87条第３項の規定に基づき， 

下記のとおり申出をします。 

 

記 

１ 保有個人情報開示決定通知書の番号等 

文書番号：     第       号 

日  付：     年   月   日 

 

２ 求める開示の実施方法 

開 示 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 
実 施 の 方 法 

 

 

（1）閲  覧 
① 全部 

② 一部（           ） 

（2）複写したもの

の交付 

① 全部 

② 一部（           ） 

 

３ 開示の実施を希望する日 

     年  月  日  午前 ・ 午後 

 

４ 本人限定受取郵便による写しの送付の希望の有無   □ 有   □ 無 

 

                      

 

 

＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail:  



1152-31 

様式第１４号（第４０条関係） 

 

保有個人情報訂正請求書 

   年   月   日 

公立大学法人宮城大学理事長  殿 

 

             （ふりがな）                                        

          氏名                                

          住所又は居所 〒 

                             電話  （   ）      

                    電子メールアドレス（任意） 

                                         

 
   個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第91条第１項の規定に基づ 
き，下記のとおり保有個人情報の訂正を請求します。 
 

記 

訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 

情 報 の 開 示 を 受 け た 日 
       年   月   日 

開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 

を 受 け た 保 有 個 人 情 報 

開示決定通知書の文書番号：      日付：    年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等 

                             

訂 正 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由 

（趣旨） 

 

（理由） 

 

 

１ 訂正請求者     □ 本人  □ 法定代理人  □ 任意代理人 

２ 請求者本人確認書類 
  □ 運転免許証      □ 健康保険被保険者証   □ 個人番号カード 
  □ 在留カード，特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書  
  □ その他（                                                   ） 
 ※ 郵送により請求する場合には，加えて住民票の写し等を添付してください。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

 (1) 本人の状況 □ 未成年者（      年   月   日生）  □ 成年被後見人 

□ 任意代理人委任者 

      （ふりがな）                                 

 (2) 本人の氏名                                                  
  

(3) 本人の住所又は居所                                              
 
(4) 本人の電話番号         （    ）                                      

 
４ 法定代理人が請求する場合，次のいずれかの書類を提示し，又は提出してください。 

    請求資格確認書類  □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他(               ） 
５  任意代理人が請求する場合，次の書類を提示し，又は提出してください。 

請求資格確認書類  □ 委任状   □その他（                                  ） 

※ 次の欄には記入しないでください 

担当課（室）所  電 話 （  ）  －    内線   



1152-32 

【様式第１４号（第４０条関係）】 

（別 紙） 

 

保有個人情報訂正請求書の記載方法 

 

１ 「氏名」，「住所又は居所」，「電話番号」，「電子メールアドレス」 

訂正請求者（法定代理人又は任意代理人（以下「代理人」という。）の氏名（６（１）の本人

確認書類で確認できる場合は旧姓も可）及び住所又は居所を記載してください。ここに記載され

た氏名及び住所又は居所により訂正決定通知等を行うことになりますので，正確に記入してくだ

さい。 

  また，連絡を行う際に必要になりますので，訂正請求者本人と直接連絡可能な電話番号（必 

須）及び電子メールアドレス（任意）も記載してください。 

   

２ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 

  ３①及び②に掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。 

 

３ 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」 

  「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」の名称を記載してください。 

なお，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）により

保有個人情報の訂正請求ができるのは次に掲げるものです。 

① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報（法第90条第１項第１号） 

② 開示決定に係る保有個人情報であって，法第88条第１項の他の法令の規定により開示を

受けたもの（法第90条第１項第２号） 

 

４ 「訂正請求の趣旨及び理由」 

（1）訂正請求の趣旨 

    どのような訂正を求めるかについて簡潔に記載してください。 

（2）訂正請求の理由 

    訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。 

なお，本欄に記載しきれない場合には，本欄を参考に別葉に記載し，本請求書に添付し

て提出してください。 

 

５ 訂正請求の期限について 

  訂正請求は，法第90条第３項の規定により，保有個人情報の開示を受けた日から90日以内

にしなければならないこととなっています。 

                                                       

 

  

                                                              （裏面へ続く） 

 

 



1152-33 

【様式第１４号（第４０条関係）】 

 

６ 本人確認書類等 

 （1）個人情報窓口における訂正請求の場合 

    来学して個人情報窓口において訂正請求をする場合，本人確認のため，個人情報の保護に関

する法律施行令（平成15年政令第507号）第29条において読み替えて準用する同施行令第22条

（第４項及び第５項を除く。）に規定する運転免許証，健康保険の被保険者証，個人番号カー

ド（ただし，個人番号通知カードは不可），在留カード，特別永住者証明書又は特別永住者証

明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し，又は提出

してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や，本人確認書類

の提示又は提出ができない場合は，個人情報窓口に事前に相談してください。 

（2）郵送による訂正請求の場合 

郵送により保有個人情報の訂正請求をする場合には，（1）の本人確認書類を複写機により 

複写したものに併せて，住民票の写し（ただし，訂正請求の前30日以内に作成されたものに限 

ります。）を提出してください。住民票の写しは，市町村が発行する公文書であり，その複写 

物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は，個人情報窓口に事前に 

相談してください。 

なお，個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は，表面のみを複写し，

住民票の写しについては，個人番号の記載がある場合，個人番号を黒塗りしてください。ま 

た，被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は，保険者番号及び被保険者等記 

号・番号を黒塗りにしてください。 

（3）代理人による訂正請求の場合 

「本人の状況等」欄は，代理人による訂正請求の場合にのみ記載してください。必要な記載 

事項は，保有個人情報の本人の状況，本人の氏名，本人の住所又は居所及び本人の電話番号で 

す。 

代理人のうち，法定代理人が訂正請求をする場合には，戸籍謄本，戸籍抄本，成年後見登記

の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類（ただし，訂正請求の前30日以

内に作成されたものに限ります。）を提示し，又は提出してください。 

なお，戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は，市町村等が発行する公文書

であり，その複写物による提示又は提出は認められません。 

代理人のうち，任意代理人が訂正請求をする場合には，委任状その他その資格を証明する書

類（ただし，訂正請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出してください。た

だし，委任状については，①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書（ただし，訂正

請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を添付するか又は②委任者の運転免許証，

個人番号カード（ただし，個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に限り発行される書類

の写しを併せて提出してください。 

なお，委任状は，その複写物による提出は認められません。 

 

 

 

 



1152-34 

様式第１５号（第４１条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

  様 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の訂正をする旨の決定について（通知） 

 

     年   月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については，個人情報 

の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第93条第１項の規定により，下記のとお

り訂正することと決定したので通知します。 

 

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

 

 

訂 正 請 求 の 趣 旨 
 

 

訂正決定をする  

内 容 及 び 理 由 

（訂正内容） 

 

 

 

（訂正理由） 

 

 

 

 
（教示） 

(1)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表す

る者は公立大学法人宮城大学理事長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます。

ただし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決

の日の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 
 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-35 

様式第１６号（第４１条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

  様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の訂正をしない旨の決定について（通知） 

 

   年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については，個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）第93条第２項の規定により，訂正をしない旨

の決定をしたので，下記のとおり通知します。 

 

記 

訂正請求に係る保有 

個人情報の名称等 

 

 

 

訂正をしないこと 

と し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（教示） 

(1)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表する

者は公立大学法人宮城大学理事長となります。），この決定の取消しの訴えを提起することができます。た

だし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決の日

の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-36 

様式第１７号（第４２条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

  様 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報訂正決定等の期限の延長について（通知） 

 

   年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については，個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）第94条第２項の規定により，下記のとおり訂

正決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

 

 

 

延 長 後 の 期 間 日（訂正決定等期限       年    月    日） 

延 長 の 理 由  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-37 

様式第１８号（第４３条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

  様 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

   年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については，個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）第95条の規定により，下記のとおり訂正決定

等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

訂 正 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

 

法第95条の規定（訂正決定等の

期限の特例）を適用する理由 

 

 

 

 

 

 

訂 正 決 定 等 を す る 期 限        年     月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-38 

様式第１９号（第４４条関係） 

第     号 

                            年  月  日 

 

 殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について 

 

     年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については，個人情報の 

保護に関する法律（平成15年法律第57号）第96条第１項の規定により，下記のとおり 

移送します。 

 

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

 

 

訂 正 請 求 者 名 等 

氏 名： 

住所又は居所：〒 

連絡先：電話：    （   ）  －    

 

 法定代理人又は任意代理人による訂正請求の場合 

 本人の状況 □未成年者（     年  月  日生）  □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

 

 本人の氏名                               

 本人の住所又は居所 〒 

                                     

 

 本人の電話番号     （   ）  －               

 

添 付 資 料 等 

・訂正請求書 

・移送前に行った行為の概要記録 

・ 

・ 

備   考 
（複数の他の行政機関の長等に移送する場合には，その旨） 

 

 

＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 

                   



1152-39 

様式第２０号（第４４条関係） 

 

第     号 

                            年  月  日 

 

 様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について（通知） 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については，個人情報の 

保護に関する法律（平成15年法律第57号）第96条第１項の規定により，下記のとお 

り事案を移送したので通知します。 

  なお，保有個人情報の訂正決定等は，下記の移送先の行政機関等において行われ 

ます。 

 

記 

訂 正 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

移 送 を し た 日         年     月     日 

移 送 の 理 由 

 

 

 

 

移送先の行政機関の長等 

（行政機関の長等） 

 

（連絡先） 

 部局課室名： 

 所 在 地：〒 

 電 話 番 号： 

 

備   考  

 
 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-40 

様式第２１号（第４５条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

 殿 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について（通知） 

 

 貴殿（貴団体，貴職）に提供している下記の保有個人情報については，個人情報の

保護に関する法律（平成15年法律第57号）第92条の規定により訂正を実施しましたの

で，同法第97条の規定により，通知します。 

 

記 

訂正請求に係る保有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

訂 正 請 求 者 の 氏 名 

等 保 有 個 人 情 報 を 

特定するための情報 

（氏名，住所等） 

 

訂 正 請 求 の 趣 旨 

 

 

 

 

訂 正 決 定 を す る 

内 容 及 び 理 由 

（訂正内容） 

 

 

 

（訂正理由） 

 

 

 

 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-41 

様式第２２号（第４６条関係） 

保有個人情報利用停止請求書 

   年  月  日 

公立大学法人宮城大学理事長  殿 

             （ふりがな）                                         

          氏 名                              

          住所又は居所 〒 

                            電話   （   ）     

          電子メールアドレス（任意） 

                                           

 
  個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第99条第１項の規定に基づ
き，下記のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。 

 

記 

利用停止請求に係る保有個人

情 報 の 開 示 を 受 け た 日 
     年   月   日 

開示決定に基づき開示を 

受 け た 保 有 個 人 情 報 

開示決定通知書の文書番号：     日付：   年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

                                

利用停止請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 

□ 第１号該当 → □ 利用の停止， □ 消去 

□ 第２号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 

 

１ 利用停止請求者   □本人  □法定代理人  □任意代理人 

２ 請求者本人確認書類 
  □ 運転免許証     □ 健康保険被保険者証   □ 個人番号カード 
  □ 在留カード，特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書  
  □ その他（                                  ） 
 ※ 郵送により請求する場合には，加えて住民票の写し等を添付してください。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

 (1) 本人の状況 □ 未成年者（      年   月   日生）  □ 成年被後見人 

□ 任意代理人委任者 

      （ふりがな）                                 

 (2) 本人の氏名                                                 

 
 (3) 本人の住所又は居所                                             
 

(4) 本人の電話番号         （    ）                           
 

４ 法定代理人が請求する場合，次のいずれかの書類を提示し，又は提出してください。 

   請求資格確認書類  □ 戸籍謄本  □ 登記事項証明書  □その他（             ） 

５ 任意代理人が請求する場合，次の書類を提示し，又は提出してください。 

請求資格確認書類  □ 委任状   □ その他（                                  ） 

※ 次の欄には記入しないでください 

担当課（室）所  電 話 （  ）  －    内線   



1152-42 

【様式第２２号（第４６条関係）】 

（別 紙） 

保有個人情報利用停止請求書の記載方法 

１ 「氏名」，「住所又は居所」，「電話」,「電子メールアドレス」 

  利用停止請求者（法定代理人又は任意代理人（以下「代理人」という。）の氏名（６（1）の

本人確認書類で確認できる場合は旧姓も可）及び住所又は居所を記載してください。ここに記

載された氏名及び住所又は居所により利用停止決定通知等を行うことになりますので，正確に

記入してください。 

  また，連絡を行う際に必要になりますので，利用停止請求者本人と直接連絡可能な電話番号

（必須）及び電子メールアドレス（任意）も記載してください。 

   

２ 「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」 

  ３①及び②に掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。 

 

３ 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」 

  「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」の名称等を記載してください。 

なお，個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）により保有個人情報の利用停止

請求ができるのは次に掲げるものです。 

① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報（法第90条第１項第１号） 

② 開示決定に係る保有個人情報であって，法第88条第１項の他の法令の規定により開示を受

けたもの（法第90条第１項第２号） 

 

４ 「利用停止請求の趣旨及び理由」 

（1）利用停止請求の趣旨 

   「利用停止請求の趣旨」は，「第１号該当」，「第２号該当」のいずれか該当する□にレ

点を記入してください。 

    イ 「第１号該当」には，法第61条第２項の規定（個人情報の保有制限）に違反して保有

されているとき，法第63条の規定（不適正な利用の禁止）に違反して取り扱われている

とき，法第64条の規定（適正取得）に違反して取得されたものであるとき又は法第69条

第１項及び第２項の規定（目的外利用制限）に違反して利用されていると考えるときに，

□にレ点を記入してください。 

また，「利用の停止」又は「消去」のいずれかにレ点を記入してください。 

    ロ 「第２号該当」には，法第69条第１項及び第２項の規定（目的外提供制限）又は法第

71条第１項の規定（外国第三者提供制限）に違反して他の行政機関等や外国にある第三

者等に提供されていると考えるときに，□にレ点を記入してください。 

（2）利用停止請求の理由 

   「利用停止請求の理由」は，利用停止請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載し

てください。 

なお，本欄に記載しきれない場合には，本欄を参考に別葉に記載し，本請求書に添付し

て提出してください。          

（裏面へ続く） 



1152-43 

【様式第２２号（第４６条関係）】 

５ 利用停止請求の期限について 

  利用停止請求は，法第98条第３項の規定により，保有個人情報の開示を受けた日から90日以

内にしなければならないこととなっています。 

 

６ 本人確認書類等 

（1）個人情報窓口における利用停止請求の場合 

    来学して個人情報窓口において利用停止請求をする場合，本人確認のため，個人情報の

保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号）第29条において読み替えて準用する同施

行令第22条（第４項及び第５項を除く。）に規定する運転免許証，健康保険の被保険者証，

個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可），在留カード，特別永住者証明書又

は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類

を提示し，又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からな

い場合や，本人確認書類の提示又は提出ができない場合は，個人情報窓口に事前に相談し

てください。 

（2）郵送による利用停止請求の場合 

    郵送により保有個人情報の利用停止請求をする場合には，（1）の本人確認書類を複写機

により複写したものに併せて，住民票の写し（ただし，利用停止請求の前30日以内に作成

されたものに限ります。）を提出してください。住民票の写しは，市町村が発行する公文

書であり，その複写物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は，

個人情報窓口に事前に相談してください。 

    なお，個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は，表面のみ複写し， 

住民票の写しについては，個人番号の記載がある場合，当該個人番号を黒塗りしてくださ 

     い。また，被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は，保険者番号及び被

保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。 

（3）代理人による利用停止請求の場合 

   「本人の状況等」欄は，代理人による利用停止請求の場合に記載してください。必要な記

載事項は，保有個人情報の本人の状況，本人の氏名，本人の住所又は居所及び本人の電話番

号です。 

    代理人のうち，法定代理人が利用停止請求をする場合には，戸籍謄本，戸籍抄本，成年 

後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類（ただし，利用停

止請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提示し，又は提出してください。 

なお，戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は，市町村等が発行する公

文書であり，その複写物による提示又は提出は認められません。 

代理人のうち，任意代理人が利用停止請求をする場合には，委任状その他その資格を証

明する書類（ただし，利用停止請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出

してください。ただし，委任状については，①委任者の実印により押印した上で印鑑登録

証明書（ただし，利用停止請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を添付する

か又は②委任者の運転免許証，個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本

人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。 

なお，委任状は，その複写物による提出は認められません。 



1152-44 

様式第２３号（第４７条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

  様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の利用停止をする旨の決定について（通知） 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については，個人

情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第101条第１項の規定により，下記のと

おり，利用停止をすることに決定したので通知します。 

 

記 

利用停止請求に係る 

保有個人情報の名称等 

 

 

利用停止請求の趣旨 
 

 

利用停止決定をする 

内 容 及 び 理 由 

（利用停止決定の内容） 

 

 

（利用停止の理由） 

 

 

 

 
（教示） 

(1)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表する

者は公立大学法人宮城大学理事長となります。），この決定の取消しの訴えを提起することができます。た

だし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決の日

の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-45 

様式第２４号（第４７条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について（通知） 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については，個人

情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第101条第２項の規定により，利用停止

をしないことに決定をしたので，下記のとおり通知します。 

 

記 

利用停止請求に係る 

保有個人情報の名称等 
 

利 用 停 止 を し な い 

こ と と し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（教示） 

(1)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に，公立大学法人宮城大学理事長に対して審査請求をすることができます。ただし，決定があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても，決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは，審

査請求をすることができなくなります。 

(2)  この決定について不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

（この決定についての審査請求を行った場合には，審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内）に，公立大学法人宮城大学を被告として（訴訟において公立大学法人宮城大学を代表する

者は公立大学法人宮城大学理事長となります。），この決定の取消しの訴えを提起することができます。た

だし，決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，決定又は裁決の日

の翌日から１年を経過したときは，決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
 
 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-46 

様式第２５号（第４８条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

 

 様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

 

保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について（通知） 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については，個人

情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第102条第２項の規定により，下記のと

おり利用停止決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

利用停止請求に係る 

保有個人情報の名称等 

 

 

 

延 長 後 の 期 間 日（利用停止決定等の期限     年   月   日） 

延 長 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-47 

様式第２６号（第４９条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

 

 様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

 

保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については，個人

情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第103条の規定により，下記のとおり利

用停止決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

利 用 停 止 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 名 称 等 
 

法 第 103条 の規 定（利 用 

停 止 決 定 等 の 期 限 の 

特 例 ） を 適 用 す る 理 由 

 

 

 

 

 

 

利用停止決定等をする期限         年     月    日 

 

 

 

 

 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 



1152-48 

様式第２７号（第５０条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 

宮城県個人情報保護審査会会長 殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

諮  問  書 

 

 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第82条の規定に基づく開示決

定等について，別紙のとおり，審査請求があったので，同法第105条第３項において  

読み替えて準用する同条第１項の規定により諮問します。 

 



1152-49 

様式第２７号（第５０条関係） 

（別 紙） 

１  審査請求に係る保有 

個人情報の名称等 

 

 

２  審査請求に係る開示 

決定等 

（開示決定等の種類） 

 □ 開示決定 

 □ 一部開示決定 

 （該当不開示条項） 

□ 不開示決定 

  （該当不開示条項） 

（1） 開示決定等の日付，文書番号 

 

（2） 開示決定等をした者 

 

（3） 開示決定等の概要 

 

３  審 査 請 求 

（1） 審 査 請 求 日 

 

（2） 審 査 請 求 人 

 

（3） 審査請求の趣旨 

 

４   諮 問 の 理 由 
 

５   参 加 人 等 
 

６   添 付 書 類 等 

① 保有個人情報開示請求書（写し） 

② 保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知） 

（写し）又は保有個人情報の開示をしない旨の決定に 

 ついて（通知）（写し） 

③ 審査請求書（写し） 

④ 弁明書（写し） 

⑤ 開示の実施を行った保有個人情報が記載された行政 

文書等（写し） 

⑥ その他参考資料 

７  諮問庁担当課（室），班，  

電話番号 

 

 

（注1） ２の「（開示決定等の種類）」については，該当する開示決定等の□をチェックすること。 

また，一部開示決定又は不開示決定の場合には，該当不開示条項（個人情報の保護に関する法律第78条

第１項各号，同法第81条又は文書不存在）を記載すること。 

（注2） ４の「諮問の理由」については，例えば，「原処分維持が適当と考えるため。」，「全部開示とするこ

とが適当と考えるが，第三者の反対意見書が提出されているため。」など，諮問を必要とする理由を簡潔

に記述すること。 

（注3） ６の⑥の「その他参考資料」とは，例えば，第三者から反対意見書が提出されている場合の当該反対意

見書や，行政不服審査法（平成26年法律第68号）第11条の総代，同法第12条の代理人又は同法第13条の参

加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面，個人情報の保護に関する法律第83条第２項又

は同法第84条の規定に基づく開示決定等の期限に係る通知の写し等である。 

 



1152-50 

様式第２８号（第５０条関係） 

 

            第     号 

                              年  月  日 

 

 

宮城県個人情報保護審査会会長 殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

諮 問 書 

 

 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第93条の規定に基づく訂正決

定等について，別紙のとおり，審査請求があったので，同法第105条第３項において読

み替えて準用する同条第１項の規定により諮問します。 

 

 



1152-51 

様式第２８号（第５０条関係） 

（別 紙） 

１ 審査請求に係る保有個人 

情報の名称等 

 

 

２ 審査請求に係る訂正決定等 

（訂正決定等の種類） 

 □ 訂正決定 

 □ 不訂正決定 

（1）訂正決定等の日付，文書番号 

 

（2）訂正決定等をした者 

 

（3）訂正決定等の概要 

 

 

３ 審 査 請 求 

（1）審 査 請 求 日 

 

 

（2）審 査 請 求 人 

 

 

（3）審査請求の趣旨 

 

 

 

 

４ 諮 問 の 理 由 
 

５ 参 加 人 等 
 

６ 添 付 書 類 等 

① 保有個人情報訂正請求書（写し） 

② 保有個人情報の訂正をする旨の決定について（通知）（写し）又は 

保有個人情報の訂正をしない旨の決定について（通知）（写し） 

③ 審査請求書（写し） 

④ 弁明書（写し） 

⑤ その他参考資料 

７  諮問庁担当課（室），班，  

電話番号 

 

 

（注1） ２の「（訂正決定等の種類）」については，該当する訂正決定等の□をチェックすること。 

（注2） ４の「諮問の理由」については，例えば，「原処分維持が適当と考えるため。」など，諮問を必要とする

理由を簡潔に記述すること。 

（注3） ６の⑤の「その他参考資料」とは，例えば，行政不服審査法（平成26年法律第68号）第11条の総代，同法

第12条の代理人又は同法第13条の参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面，個人情報の

保護に関する法律第94条第２項又は同法第95条の規定に基づく訂正決定等の期限に係る通知の写し等であ

る。 

     なお，審査請求人から訂正請求の趣旨・理由を根拠付ける資料が提出されている場合には，当該根拠資料

を添付する。 

  



1152-52 

様式第２９号（第５０条関係） 

 

第     号 

                              年  月  日 

 

 

宮城県個人情報保護審査会会長 殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

諮 問 書 

 

 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第101条の規定に基づく利用停

止決定等について，別紙のとおり，審査請求があったので，同法第105条第３項におい

て読み替えて準用する同条第１項の規定により諮問します。 

 

 

 



1152-53 

様式第２９号（第５０条関係） 

（別 紙） 

１ 審査請求に係る保有個人 

情報の名称等 

 

 

２ 審査請求に係る利用停止 

決定等 

（利用停止決定等の種類） 

 □利用停止決定 

 □不利用停止決定 

（1）利用停止決定等の日付，文書番号 

 

（2）利用停止決定等をした者 

 

（3）利用停止決定等の概要 

 

 

３ 審 査 請 求 

（1）審 査 請 求 日 

 

 

（2）審 査 請 求 人 

 

 

（3）審査請求の趣旨 

 

 

４ 諮 問 の 理 由 

 

 

 

５ 参 加 人 等 
 

 

６ 添 付 書 類 等 

① 保有個人情報利用停止請求書（写し） 

② 保有個人情報の利用停止をする旨の決定について 

（通知）（写し）又は保有個人情報の利用停止を 

しない旨の決定について（通知）（写し） 

③ 審査請求書（写し） 

④ 弁明書（写し） 

⑤ その他参考資料 

７  諮問庁担当課（室），班，  

電話番号 

 

 

（注1） ２の「（利用停止決定等の種類）」については，該当する利用停止決定等の□をチェックすること。 

（注2） ４の「諮問の理由」については，例えば，「原処分維持が適当と考えるため。」など，諮問を必要とする

理由を簡潔に記述すること。 

（注3） ６の⑤の「その他参考資料」とは，例えば，行政不服審査法（平成26年法律第68号）第11条の総代，同法

第12条の代理人又は同法第13条の参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面，個人情報の

保護に関する法律第102条第２項又は同法第103条の規定に基づく利用停止決定等の期限に係る通知の写し

等である。 

     なお，審査請求人から利用停止請求の趣旨・理由を根拠付ける資料が提出されている場合には，当該根拠

資料を添付する。 



1152-54 

様式第３０号（第５０条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

 

宮城県個人情報保護審査会会長 殿 

 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

諮 問 書 

 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第76条の規定に基づく開示請

求[第90条の規定に基づく訂正請求，第98条の規定に基づく利用停止請求］に係る不作

為について，別紙のとおり，審査請求があったので，同法第105条第３項において読み

替えて準用する同条第１項の規定により諮問します。 

 

 

  



1152-55 

様式第３０号（第５０条関係） 

（別 紙） 

１  開示請求[訂正請求，利用停止 

請求]に係る保有個人情報の名称等 

 

 

２ 審査請求に係る開示請求 

［訂正請求，利用停止請求］ 

（1）開示請求［訂正請求，利用停止請求］の日付 

 

（2）開示請求［訂正請求，利用停止請求］の宛先 

 

３ 補正に要した日数，開示 

決定等[訂正決定等，利用停止

決定等]の期限 

 

 

 

４ 審 査 請 求 

（1）審 査 請 求 日 

 

（2）審 査 請 求 人 

 

（3）審査請求の趣旨 

 

 

５ 諮 問 の 理 由 
 

６ 参 加 人 等 
 

７ 添 付 書 類 等 

①  保有個人情報開示請求書［訂正請求書，利用停止 

請求書］（写し） 

② 審査請求書（写し） 

③ 弁明書（写し） 

④ その他参考資料 

８  諮問庁担当課（室），班，  

電話番号 

 

（注1） １の「開示請求［訂正請求，利用停止請求］に係る保有個人情報の名称等」については，開示請求の場合に 

は，当該開示請求に係る保有個人情報の名称を，訂正請求又は利用停止請求の場合には，当該訂正請求又は利 

用停止請求に係る保有個人情報の名称を記述すること。 

（注2） ３の「補正に要した日数，開示決定等[訂正決定等，利用停止決定等]の期限」については，補正を求めた

場合には当該補正に要した日数を，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。） 

       第83条第２項[法第94条第２項，法第102条第２項]の規定による期間の延長を行った場合には開示決定等[訂

正決定等，利用停止決定等]の期限を，法第84条の規定が適用された場合には残りの保有個人情報について

開示決定等をする期限[法第95条又は法第103条の規定が適用された場合には訂正決定等又は利用停止決定

等をする期限]を，それぞれ記述すること。 

（注3） ５の「諮問の理由」については，例えば，「開示請求から相当の期間（※）が経過していないと考えるた

め。」など，諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。 

    （※）行政不服審査法（平成26年法律第68号）第３条に規定する「相当の期間」を指す。以下同じ。 

（注4） ７の④の「その他参考資料」とは，例えば，第三者から反対意見書が提出されている場合の当該反対意見

書や，行政不服審査法第11条の総代，同法第12条の代理人又は同法第13条の参加人の選任又は決定がなされ

ている場合のそれを示す書面，法第83条第２項又は法第84条の規定に基づく開示決定等の期限に係る通知の

写し等である。 

 



1152-56 

様式第３１号（第５０条関係） 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

 様 

 

公立大学法人宮城大学理事長  印 

 

 

宮城県個人情報保護審査会への諮問について（通知） 

 

     年  月  日付けの宮城県知事に対する審査請求について，下記のとお

り宮城県個人情報保護審査会に諮問したので，個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号）第105条第３項において準用する同条第２項の規定により通知します。 

 

記 

審 査 請 求 に 係 る 保 有 

個 人 情 報 の 名 称 等 

 

 

審査請求に係る開示決定等 

[訂正決定等，利用停止決定等] 

 

 

 

審 査 請 求 

(1) 審 査 請 求 日 

 

(2) 審査請求の趣旨 

 

 

 

 

 

諮 問 日      年   月   日  

（注）「審査請求に係る開示決定等[訂正決定等，利用停止決定等]」の欄については，開示決定等[訂正決定等，利

用停止決定等]の日付・文書番号，開示決定等[訂正決定等，利用停止決定等]をした者，開示決定等[訂正決

定等，利用停止決定等]の種類（開示決定，不開示決定等）を記載する。 

 

 
 
＜連絡先＞ 
宮城大学事務局総務課 

  電 話:        
 ＦＡＸ: 
 e-mail: 
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